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３．補助対象事業の概要 

【設備導入補助型】 



7 

 
 

 
 
 
 
 
 

【補助事業の要件】 

補助事業の要件として、以下の全ての項目を満たしていることが必要となります。 
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４．事業のスキーム  
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５．公募期間・応募手続等 

(1) 公募期間 
‧ 
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６．補助対象経費  

 補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、また、その経費の必
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(8) 補助交付契約者は、本事業の遂行及び収支の状況について、ジェトロから要求があったときは速や
かに遂行状況報告書を作成し、ジェトロに提出しなければなりません。 

(9) 本事業の進捗状況確認のため、ジェトロが実地検査に入ることがあります。また、本事業終了後、
会計検査院やジェトロ等が実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の
指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。  

(10) 本事業を実施することにより発生した知的財産権は補助交付契約者に帰属します。補助金の支払
については、原則として本事業完了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の
精算払となります。なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上する
ものであり、法人税等の課税対象となります。 

(11) 本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合につい
ては、原則、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。 

(12) 補助交付契約者が交付契約に違反する行為等（例:他の用途への無断流用、虚偽報告など）をし
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＜基礎要件審査項目＞ 

②－１ 補助事業の実施体制 
・補助事業を円滑に遂行するための十分な体制を有しているか。 


